
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

添付資料３ 
 

プロジェクト事業完了報告書 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

独立行政法人国際協力機構 
 
 

バングラデシュ国 
トータルクオリティマネジメント（ＴＱＭ）による 

電力セクター支援プロジェクト 
 
 
 

プロジェクト事業完了報告書 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

東京電力株式会社 
 



 

 

バングラデシュ国 

トータルクオリティマネジメント（ＴＱＭ）による 

電力セクター支援プロジェクト 

 

プロジェクト事業完了報告書 
 

【目次】 
              ページ 

第1章 バングラデシュ国電力セクター概要と支援動向 

1.1 バングラデシュ国電力セクターの概要····························1-1  

1.2 支援動向 ·····················································1-3  

第2章 ＴＱＭ･配電維持管理に係る協力内容および成果レビュー 

2.1 手法 ·························································2-1  

2.2 活動総括（過去の報告書の分析等）······························2-1  

2.2.1 援助活動の概要············································2-1 

2.2.2 成果 ·····················································2-3 

2.3 アンケート調査 ···············································2-3  

2.3.1 調査概要··················································2-3 

2.3.2 調査結果··················································2-4 

2.4 関係者聞き取り調査············································2-7 

第3章 ＴＱＭを利用した今後の方向性 

3.1 Action Plan の変更 ············································3-1 

3.2 セクター改革との整合 ··········································3-1 

3.2.1 BPDB 持株会社の権限と機能の明確化 ·······················3-2 

3.2.2 セクター改革後の TQM 推進体制····························3-3 

3.2.3 支援方法へのインプリケーション····························3-4 

3.3 援助機関の役割 ···············································3-5 

 

添付資料： アンケート調査結果



第 1 章 ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ国電力ｾｸﾀｰ概要と支援動向 

 1- 1

第1章 バングラデシュ国電力セクター概要と支援動向 

1.1 バングラデシュ国電力セクターの概要 
バングラデシュ国（以下バ国）の電力セクターでは，現在セクターの構造改革が進め

られている。1990 年代前半まで、BPDB（Bangladesh Power Development Board）
による垂直統合（農村部配電に REB）であった電力セクターは、2004 年 12 月現在、

下図に示す状況となっている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 1-1 電力セクターの改革の現状 
 

(a) 発電部門の分社化・SBU 化 
Ashuganj 発電所はバングラデシュ第２の規模の発電所（最大は Gorashal 発電所）

であり、BPDB の一部であったが，現在 APSCL (Ashuganji Power Station Company 
Ltd)に移管され、権限の委譲も進んでいる。 

Haripur 発電所と Baghabari 発電所は，BPDB の事業部として，Strategic Business 
Unit (以下 SBU)化されている。 

IPP（Independent Power Producers）は完全な私企業であり，BPDB と PPA (電
力受給契約)を結んでおり，すべての製造電力はBPDBが買い取ることになっている。

（需要家への直接供給はできない。） 

(b) 送変電部門の分社化 
PGCB は BPDB の子会社として，会社法の下に設立された公社である。 
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66kV 以上の送変電設備は BPDB および DESA（Dhaka Electricity Supply 
Authority）から PGCB（Power Grid Company of Bangladesh）に全て移管（2002
年 12 月 31 日）され，PGCB が管理している。PGCB の事業範囲は、これらの送変

電設備の維持管理、系統運用、並びに今後の送変電設備増強計画の立案である（計画

のみ：新規設備投資は行わない）。主な収入源は，配電会社からの託送料である（発

電会社との直接取引はない）。 
 

(c) 配電部門 
Dhaka 圏 

Dhaka 市内南部は政府機関である DESA が、北部は DESA の子会社である

DESCO（Dhaka Electricity Supply Company）が、それぞれ小売（配電）供給

を行っている。PGCB 同様、DESCO は会社法の下に設立された公社である。 
DESA, DESCO とも PGCB の設備から電力を受け，BPDB の大口需要家（Bulk 

consumer）として，BPDB に電気料金を支払い，PGCB に託送料（Wheeling 
charge）を支払う。 

地方都市部 
地方都市部の配電事業のうち，西部地域（Khulna および Barisal zone）は，西

部配電公社（West Zone Distribution Company, 以下 WZDC）が BPDB の子会社

として分社化されている。 
その他の地域については，基本的には BPDB の配電部門が行っている。パフォ

ーマンスを改善するため，全ての地域を 22 の地区（サークル単位）に分割し，逐

次 TPA (Target Performance Agreement)に基づく SBU 化を進めるとともに、引

き続き分社化を進める予定である。2004 年度時点で 12 サークルが SBU 化されて

おり、また、南部地域（チッタゴンなど）では分社化の動きが見られる。 
農村電化 

農村電化は農村電化庁（Rural Electrification Board, 以下 REB）および各地の

農村電化組合（Palli Bidyut Samity，以下 PBS）によって進められている。PBS
の運営状況は 67 組合のうち 15～20 組合が黒字であり，この数字は今後増加する

ことが期待されている。財務状況に応じてREBからの貸し出し条件に格差をつけ，

財務状況の脆弱な PBS を支援する仕組みがある。 
 

(d) Bangladesh Energy Regulatory Commission (以下 BERC) 
2003 年に Energy Regulatory Commission Act が承認され，BERC が発足した。

BERC は電気，ガス，石油の供給に関する料金の設定を担当している。料金レベルに

ついては，BERC は上限値を設定し，その中で各組織が提案し BERC が承認する。 
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組織員は Chairman 1 名，Member 4 名で構成される予定だが，現在はまだ Member 
2 名しか決定していない。BERC が機能的な活動を開始するには時間を要するものと

思われる（2005 年 2 月に要員補填（Chairman 含む）を行うとしている）。 
 

1.2 支援動向 

(1) 日本の援助実績・概要 
日本政府は、1971 年のバングラデシュ国独立に対する支持を各国に先立って表明する

とともに、電力開発においても、1972 年に設立された電力開発庁(BPDB: 当時、全国の

発電、送電、配電設備の計画、建設、保守・運転を管轄)に対し、その電力開発推進を積

極的に支援してきた。 1973年から2002年までの累計援助額は、有償でUS$ 503 million、
無償で US$ 50 million にのぼり、２国間援助では最大（次いで中国、ロシア、クウェー

ト）、ADB,WB に次ぐ規模となっている。 
日本による支援は、発電、送電、配電、農村電化と多岐にわたっており、中でも有償資

金協力によって建設された発電所は、拡張・改修を含めて 8 箇所におよび、バングラデ

シュの電力開発に顕著な貢献を示している。 
日本の有償、無償資金協力によって開発された事業は表 1-1 の通りである（ODA 白

書による）。 
表 1-1 日本政府による開発援助実績（有償・無償） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

分野 事業名 実施年* 実施機関

発電 （有償）
発電船（バージ)建設 1979 3540 BPDB
カプタイ水力発電所拡張事業 1983 14930 *** BPDB
発電バージ建設(2) 1984 6050 BPDB
ガスタービン発電プラント建設
（ハリプール発電所）

1985 7510 BPDB

シレット・CC発電所建設 1987 8170 BPDB
シレット・CC発電所建設(II) 1993 5943 BPDB
ハリプール発電所拡張 1993 15100 **** BPDB
発電船改修 1993 1561 BPDB

送電 （有償）
ゴアルパラ～バリサル送電線建設 1977 2554 BPDB
ベラマラ～ファリドプール～バリサル
送電線建設

1980 3100 BPDB

配電 （有償）
農村電化事業（フェーズIV-C) 1995 5442 REB
配電網拡充及び効率化 1999 4376 REB
農村電化事業（フェーズV-B) 2001 1460 REB
（無償）
配電網整備（北西部） 不明 不明 BPDB

*)借款契約年
**) 円借款部分のみ（外貨分）
***) E/S (1981), 拡張事業 (I)(1983), 拡張事業(II) (1984)の合計額
****) 事業の内、改修部分完了、拡張(C/C化）部分はキャンセル （事業費配分は不明）

事業費　（百万
円）**
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他方、積極的な電源開発にも関わらず、バ国は全世帯の 31％しか電力供給を受けられ

ない世界的にも低い電化水準にあり、同国における電力供給可能範囲と一人あたりの電

力量は低く、又その供給も不安定なままである。 
具体的には、BPDB が維持管理を行う発電所の稼働率は、設備の老朽化等の理由で

43％と低い水準に留まるとともに、送電設備の老朽化や盗電、低い電圧による送電等

の理由でシステムロス率は約 28.4％と極めて高く、このうち、配電部門におけるロ

ス率が BPDB では 20.7%に及んでいる。 
このような、援助の持続可能性を脅かしかねない状況に鑑み、日本政府によるバ国電力

セクターへの支援においては、発電所、送電線、農村電化などのハードウェアの建設につ

いては、援助効率を精査しつつ、今後とも継続していくものの、今後は、ハード援助とソ

フト援助を結合することで、援助の相乗効果、持続発展性を発揮することが重要となって

いる。 
このような背景の下、JICA-JBIC 連携により、バ国電力セクターに対するソフト支援

プログラムが 1999 年より継続実施されており、本プロジェクトもその一環として位置

づけられる（図 1-2）。ここでは、バ政府のセクター改革へのソフト面での協力として、

JICA の技術協力（専門家および国別研修）や JBIC の事業実施促進調査（SAPI）を通

じた、日本の経験・知識を活用した電力関連公社の経営・運営・財務体質改善等への知

的協力を推進している｡ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 1-2 電力セクター ソフト支援プログラム 
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(2) 他の支援機関による援助概要 
バングラデシュ国電力セクターに対する、他ドナーを含めた支援規模は、表 1-2 に示す

とおりである。 
表 1-2 バ国電力セクター支援規模 (1973-2002) 

($million) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
この内、最大の資金供与機関である ADB の支援実績は、表 1-3 に示す通りとなって

いる。同表に示すとおり 1990 年代以降、ADB はバ国電力セクターの構造改革が（世

銀主導で）進む中、BPDB への支援は実施せず、発電・配電部門の分社化推進並びに、

分社化された組織に対する支援に重点を移している。 
WB による支援も、（詳細情報を入手できなかったが）基本的には ADB と同様（あ

るいは、より民間寄り）のスタンスを取っている。即ち、セクター構造改革進行下、

BPDB を対象とした支援は実施せず、近年までは、IPP を中心とした民間資本に対す

る貸付に注力していた（即ち、公的援助は農村電化のみとなっていた）。しかし、2004
年以降 WB は一部方針を転換し、ADB と共同で分社化の推進とハード支援を行ってい

る。2004 年 12 月時点で、南部地域（チッタゴンほか）配電公社のシステム増強と分

社化、並びにShidhirgangi 発電所のスクラップ&ビルドと分社化を進める予定である。 
その他主要援助国（中国、ロシア、クウェート）の支援概要は不明である。 

 
出典:ADB (2003) 
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表 1-3 ADB 援助実績 
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第2章 TQM･配電維持管理に係る協力内容および成果レビュー 
 
本章では、2001 年度以降の本プロジェクト成果をレビューする。 

2.1 手法 
平成 11 年度以降の JICA による BPDB 経営改善支援の効果を評価するため、以下の調

査・分析を行う。 
 平成 11 年度以降の短期専門家派遣報告書等に基づき、支援の実施内容、効果を分

析する。 
 平成 13 年度以降の本邦研修参加者に対するアンケート調査、ならびにカウンター

パートに対するヒアリングによって、援助効果を把握する。 

2.2 活動総括（過去の報告書の分析等） 
過去の報告書並びに今回技術移転活動結果に基づき、以下の点を分析・評価する。 

 援助の概要 
 成果：目的達成度並びに、更なる課題に認定 

2.2.1 援助活動の概要 

本プロジェクトは、バングラデシュ国電力セクターに対し、1999 年度より継続して

短期専門家の派遣と国別研修を実施しているものである。図 1-2 に示すとおり、JICA
は 1999 年度、電力セクター全体（６分野）の技術的課題をレビューし、重点的にソフ

ト支援が必要な分野の絞り込みを実施した。また、1999 年度から 2000 年度にかけて

JBIC は BPDB ハリプール発電所に対し３度にわたる事業実施促進調査を実施し、

JICA もこれに呼応し短期専門家派遣並びに国別研修を実施した。 
これらの成果を受け、BPDB は、ハリプール発電所の改革（独立採算事業部制化

Strategic Business Unit（SBU）、もしくはその主要要素である Total Quality 
Management (TQM)）から得た経験を、他の発電所や配電部門にも展開することを決

定し、JICA もこれを支援するため、TQM 並びに、（上述の６分野調査を受け）配電

維持管理分野を重点分野とし、2001 年度以降、継続して専門家を派遣、派遣結果と連

動した国別研修を実施している。また、2003 年度からは、電力エネルギー鉱物資源省

に長期専門家が派遣され、現在は、長期・継続的な経営改善支援の一環として、本プロ

ジェクトと長期専門家とが相乗して、バ国電力セクター支援プログラムが実施されてい

る。 
 

(1) 投入 
2001 年度から 2004 年度 までに投入された短期専門家派遣指導は、TQM５人月、

配電維持管理４人月であり、国別研修は、両分野とも１ヶ月コースを 4 回、累計受講
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者数は 40 名（各分野とも 20 人）、内訳は BPDB 32 名 (TQM 17／配電 15)、DESA 3
名（配電）、WZPDC 1 名（配電）、PGCB 2 名（TQM）、MEMR 2 名（TQM）と

なっている。 専門家は、当該分野において十分な経験を有する電力会社職員が中心と

なっており、十分な専門性を有しているものと判断される。  
一方、配電専門家においては専門家の所属会社が毎回異なっており、情報の引継ぎ等

で一部非効率な側面が見られている。 即ち、2001 年～2003 年の配電専門家は３名共、

いわゆる技術レベルの現状確認調査を実施しており、技術移転の焦点を定めることに、

ある程度の時間を費やしている。なお、体調不良により活動が限定的となった例も見ら

れる。 
2004 年度の配電専門家においては、2002 年度に TQM 専門家としての経験を有する

こと、援助スキームの変更（専門家派遣から技プロへの変更）により、事前検討が十分

になされたことから、調査上の焦点は初期段階で明確であったと思われる。 
TQM において技術移転に比較的進展が見られた要因としては、専門家の所属会社が

同一であったため情報共有が進みやすかったことに加え、技術移転先として TQM 
Promotion Office という明確な Target 組織が存在している点が大きいものと思われる。 

 

(2) 活動方法 
活動方法は、専門家による個別技術指導が中心である。TQMの場合、TQM Promotion 

Office を中心に、TQM 推進制度の確立を目的とした指導がなされ、配電においては、

主に現場事務所を対象に、配電ロス、事故停電率の削減を目的とした技術指導が行われ

ている。各専門家とも派遣期間中にセミナーを開催し、技術指導結果並びに今後の課題

について、情報共有が図られている。セミナーにおいては、カウンターパートの参画を

極力促すことにより、現地側のオーナーシップ醸成に努めている。 
一方、2002 年～2003 年においては、TQM、配電専門家の派遣時期が同一でなかっ

たため、両者間での連携が進みずらかったようである。即ち、配電において TQM 活動

の重要性が認定されているにもかかわらず、TQM 専門家との連携不足により、配電分

野での TQM の具体展開に対する支援は手薄であったと言える。 
2004 年では、この点に配慮した援助方法の改定がなされたため、両専門家における

課題の共有・意思疎通が進んだものと考えられる。具体的には、両専門共同による、配

電現場の視察・指導が行われている。 
研修プログラムは、現地での指導結果、専門家による助言を受けて構成されており、

研修生のニーズも概ね満たしている。また、前年度研修生の評価結果をうけ、研修内容

の改定・改善が進んでいる。 
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2.2.2 成果 

2.2.1 に示す指導を受け、BPDB には 2002 年 8 月に TQM Promotion Office、2002
年 11 月には経営幹部による意志決定機関 Steering Committee がそれぞれ設置され、

BPDB 全体の TQM 推進・展開に担務している。また、2003 年 3 月には本邦国別研修

受講生を中心とした Task Team が組織され、研修・啓蒙・現場展開活動を補完・推進

する役割を担っている。 
配電設備維持管理に関しては、マイメイシンを始めとする複数の配電事業所で初歩的

な QC 活動が実施されるに至り、予防保全的な維持管理活動に関する理解と実践が進み

つつある。また、これら維持管理活動を支える制度的方策として業績管理方法の見直し

が進められている。 
このような成果が見られる一方、TQM・配電維持管理両分野とも、特に今後の持続発

展性の側面において課題が残されている。TQM においては、推進に必要な組織的基盤

は整いつつあるものの、第一線現場間の活動の質に開きが見られると共に、全社展開の

推進速度は日本の経験と比較すると遅いといえる。今後、TQM 推進諸活動の実行に必

要な予算的担保や経営幹部のコミットメントを確保する、研修・啓発・広報制度を補完・

整備するといった課題が残されており、3.1 で示した改善策を着実に実行することが望

まれる。 
また、配電維持管理においては、基礎的な保全活動が展開しつつあるものの、活動は

一部の事業所にとどまっており、また、活動が今後持続するための組織的・制度的基盤

は弱く、意識改革（コスト意識の確立など）も半ばの状況である。これらの課題を解決

するため、現在確立されつつある成功モデルの質を高めつつ、これを拡大・標準化する

ための方策を確立する必要がある。完了報告書で報告したとおり、維持管理にかかわる

データ管理・利用方法、意思決定方法の改善を進めることから開始する必要がある。 
 

2.3 アンケート調査 

2.3.1 調査概要 

現地において実施したアンケート調査の概要は以下の通りである。 
 対象者：平成１３年度以降国別特設研修（TQM ならびに配電維持管理）受講者：

３０名（内訳：BPDB 26, DESA 3, MPEMR 1） 
 目 的：経営改善活動の実践状況の把握、実施に当たっての課題・障害の把握 
 形 式：オープン記載形式（質問事項に対して自由な回答、添付資料による説明

を求めるもの） 
 配布・回収：カウンターパート(TQM Promotion Office)を通じて、11 月 19 日週

に配布、12 月 10 日を締め切りとして回収 
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回収したアンケート結果は添付資料の通りである。 配布先について、カウンターパー

トとの協議の結果、BPDB からの参加者 26 人の内 4 名が、現在国外で在職しているこ

と、MPEMR 職員は他の官庁へ異動となったことが明らかとなり、最終的に、２５名に

対して配布した。 
調査期間中、幾度かの督促を行ったものの、回答が得られたのは 14 名からである（回

答率 56%）。回答者はいずれも BPDB 職員であり、DESA からは回答が得られなかっ

た。 
 

2.3.2 調査結果 

表 2-1 に、調査した質問項目並びに、得られた回答を整理・分類する。これに続き、

各項目に対する評価を行うものであり、評価に当たっては、回答者からの意見と併せて、

今回派遣専門家が現地職員との討議を通じて得た認識も反映することとする。 
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表 2-1 アンケート調査内容並びに結果 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

質問項目並びに回答 TQM 配電維持管理
母数 10 4

現職務との関係
密接に関係している 1) 3 3
直接的な係りを保っている 2) 4 1
間接的な関係 3) 3
ほぼ無関係

技術移転
職場を越えて積極的な普及を図っている 4) 3 1
職場活動を通して積極的な普及を図っている 2 2
普及活動は限定的 6) 5 1
普及活動に消極的

移転・普及活動成果 
高いレベルの課題解決活動が見られる 3 1
限定的（e.g., 5Sレベル）な活動が見られる 5 2
普及・啓蒙段階にとどまっている 2
何らかの障害により活動が停滞している 1

職場運営・風土の変化 7)
目に見える変化が現れている 8) 1 1
職員のMoraleの変化が見られる 2 2
普及・啓蒙段階にとどまっている 2
変化は限定的 1 1

活動推進に対する障害・課題 9)
構造的問題 10) 3
上司、経営層の理解不足 6 2
職員に対する教育方法・機会の問題 3 3
その他 11) 1 1
回答なし 2

Note:
1) TQM: TQM Promotion Officeに在職／配電：配電維持管理業務に在職
2) TQM: Task Team あるいは研修講師として参画／配電：配電工事業務に在職
3) TQM: 職場での推進業務・啓蒙活動
4) 他職場との連携による課題解決活動／他職場に対する積極的研修活動実施
5) 職場事情を考慮した、普及上の工夫が見られる（独自の推進組織構成など）
6) 普及は行っているが、TQM Promotion Officeの指示に従うのみ
7) 職場数：TQM 6/ 配電　4
8) 権限の委譲、業務プロセス・マニュアルの改訂が見られる
9) 複数回答をカウント

10) 省庁による政治的介入、(BPDB内）意思決定プロセスの問題、経営幹部の人事
11) Promotion Office側のサポート,体制  
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(1) 現職務との関係 
回答者の大部分が、移転された技術を何らかの形で職場活動に応用できる職務に在籍

している。ただし、回答者以外には、物理的に応用不能な者（海外出稼ぎ者）、無関係

な部署へ異動した者（MPEMR からの参加者）が実際に確認されており、また、非回

答者の現職務（配電研修生に多い）は不明である。 
組織内における、研修生の有効な配置は、技術移転の前提であり、重要性には疑いは

なく、実際、TQM においては、研修生の組織化（Task Team）や、優秀な人材の登用

（TQM Promotion Office への異動など）も見られている。一方、人事上の意思決定に

は、構造的（完全 Seniority による異動など）側面も影響しており、必ずしも適材適所

は達成されていないようである。 

(2) 技術移転活動 
受講者の内、3-4 割程度は、得られた知識を積極的に周囲に移転しようとしている。

積極的態度を示す回答者においては、現職の業務内容が技術移転を必要とするケースが

多いようである。即ち、TQM Promotion Office に在職する場合、あるいは、配電ロス

削減等の達成において他者の協力が不可欠な場合など、業務上の「必要性」が技術移転

ドライブとなっているようである。 
普及が限定的となる理由として、1) 職場の上司等の協力・理解の不足により、普及

活動に対する支援・評価が得られない 2) TQM Promotion Office 等、推進管理組織の

指示待ち 3) 個人的な資質（得られた知識を囲い込んでしまう） といった要因が見

られている。 

(3) 移転活動結果 
移転した技術を用いて、参加者の一部は、かなり高度な課題解決・検討活動を実施し

ている。例えば、TQM Promotion Office では、TQM 関連研修制度の確立にあたって、

多くの Stakeholder を巻き込み意思決定を行うと共に、QC 手法を用い、推進制度の改

善等を実施している。Mymensingh 配電事務所では、三相回線の平衡業務などを恒常

的に実施している。 
一方、活動が限定的な場合が多く見られることについて、回答者の多くは、TQM に

よる「業務の進め方の改善」については、その必要性・手法等について理解しているも

のの、これを職場において実展開し、経営効率として実体化するに当たり、技術的・制

度的障害に直面しているようである。これは、もう一段進んだ技術移転が必要であるこ

とを、示唆しているものと思われる。 
今後の方策として、各技術部門（発電・送電・配電）において、各分野あるいは職場

での個別課題に対する TQM の展開を支援することが考えられる。 
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(4) 職場運営・風土の変化 
TQM Promotion Office 並びに Bogora 配電事務所では、これら組織を統括する経営

幹部（Member Admin, Chief Engineer）のリーダーシップにより、実施部隊にかなり

の意思決定が（実質的に）認められるケースが見られている。また、Mymensingh 等
においては、従業員のモラルに明らかな変化が見られている。 
一方、職場風土の改善が進まない職場では、上司の理解不足が原因となっているケー

スがあるようである（タンガイルの例など）。 

(5) 推進活動に対する障害 
上司・経営層の理解・活動への関与不足、並びに職員教育不足を挙げる回答が多い。 

本人の努力不足に対する理由付けとしての側面もある（例えば、教育の不足については、

これを本人の役割として認識していないケースも見られる）が、経営層による方針管理

等の TQM 活動、研修施設の充実に対するニーズは高いものと思われる。 
 

2.4 関係者聞き取り調査 
現地活動中における、経営幹部との意見交換、カウンターパートとの協議、タスクチー

ムミーティング・ACE ミーティングなどへの参加、現場訪問時でのディスカッションな

どにおいて、プロジェクト関係者とプロジェクトの成果、彼等が直面している問題点など

に関してディスカッションを行った。主な内容は、完了報告書、並びに前項(4.3) に反映

されている。
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第3章 TQM を利用した今後の方向性 
 
本章では今後の TQM 活動の方向性と課題、ならびに援助機関の役割について述べる。

なお、下記括弧内に示す章節番号は業務完了報告書の当該セクションに対応する。 

3.1 BPDB における TQM Action Plan の変更・追加 
BPDB における TQM 活動の現状を鑑み、Action Plan を以下のように変更する必要

がある。 

(a) 既存制度の軽微な変更 ― Action Plan に反映済み、TQM Promotion Office が主体

的に実施 
 既存研修制度の変更（4.2.1(1), 4.2.3(1)） 
 新規研修（経営幹部対象）の企画・立案（4.2.3(2)） 
 ACE Meeting における検討内容の変更（4.2.1(2)） 
 タスクチームミーティングの運用方法の変更（4.2.1(2)） 
 課題解決活動 QA 集の作成（4.2.4(1)） 
 年次活動評価報告書の作成（4.2.4(2)） 

(b) 既存制度の変更（他部門に跨るもの）― 反映未実施、関係組織が協議の上実施 
 研修（TQM 以外プログラムを含む）の新設・改廃基準の策定（4.2.3(2)） 
 研修（TQM 以外プログラムを含む）の再構成（4.2.3(2)） 
 SBU（あるいは分社化）の促進（4.2.5(2)） 

(c) 既存制度の変更 ― 反映未実施、経営幹部が主体的に実施 
 経営幹部の業績評価・任用基準の見直し（4.2.2(2)） 
 表彰・報償制度の見直し（4.2.4(1)） 
 業務監査・考査組織の設置、第３者専門家の任用を含めた評価制度の確立

（4.2.4(2)） 
 「経営品質向上促進資金」の設置と運用ルールの策定（4.2.5(2)） 
 経営計画・予算制度の再編、財務組織の見直しを含めた体制の整備（4.2.5(2)） 
 資金調達の多様化に向けた政府との協議（4.2.5(2)） 
 プロセス管理に向けた検討、管理の実施（4.2.5(2)） 

 

3.2 セクター改革との整合 
TQM による組織能力強化は、現在進められているセクター改革に貢献する形で進め

ていく必要があり、支援の継続に当たっては、改革への貢献・効率的な支援の実現のた
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めに、今後の改革の方向性を見極め、どこをカウンターパートにどのような支援を実施

するべきか、を検討することが必要であると考える1。  
セクター改革の結果、現在の BPDB は、複数の発電会社を統括する持ち株会社に移行

する予定である。持ち株会社の機能や権限については、現在のところ明確な方針は示さ

れておらず、TQM の推進体制、組織上の位置づけも不透明である。 TQM の効果的な

推進には、世銀など他機関との意見交換を踏まえて、BPDB 持株会社に、どの程度の管

理機能（技術計画機能や経営管理機能）と権限を残し、それに必要な資源を配分するか、

という課題について合意を形成し、最適な TQM 推進体制・援助対象について検討する

必要があると考える。  
 

3.2.1 BPDB 持株会社の権限と機能の明確化 

分社化された発電、配電部門会社における経営管理に、持ち株会社がどのように係る

こととなるのか（なるべきなのか）について、明確にする。持ち株会社による経営管理

機能については、以下に示す関与方法がありうる。 
 資本関係のみ：連結会計上の処理を行うのみであり、経営管理上の関与は限定的

（Board Member として、経営の監督・助言を行う程度） 
 結果管理：各会社の経営上の結果（システムロス率、事故停電時間、収益率など）

に対する目標値を事前に協議・設定し、その結果に対する説明責任を負わせる。

ただし、結果に対するプロセス、あるいは会計処理上の内部統制等については（既

存の法制度の下）各会社の裁量にゆだねる。 
 プロセス管理：結果のみならず、そこに至るプロセスに対する管理を行う。各会

社の「経営プロセスの質」即ち PDCA に基づく意思決定や、内部統制のあり方

など、について踏み込んだ監査（いわゆる業務監査・考査）を行うこととなる。

なお、TQM は、プロセス品質の継続的向上を目指すものであり、この点での管

理が、（どの組織が管理上の責任を負うにせよ）本来望ましいといえる。 
 人事管理：結果、プロセス管理のみならず、各会社の人事面においても影響力を

発揮し、経営目標の達成を促す。 
なお、上記選択肢のうち、「資本関係のみ」が、各発電・配電会社の自律性が最も強

く、「人事管理」が最も弱くなる（すなわち、BPDB 持ち株会社の管理が強い）。 
 
持ち株会社の機能の明確化に当たっては、これまでの分社化（PGCB, WZPDC, 

Ashuganji PC, DESA-DESCO）の経緯と現状を調査した上で、これに基づき、他の利

害関係者との討議を行い、今後の各発電・配電会社の責任と権限の範囲（予算、人事・

                                                  
1 「TQM の推進」を理由に、構造改革に対して BPDB が消極的となることがあってはならない。 
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研修、設備移管、ボードメンバーetc）、これを誰がどのような形式で管理・統制（ガ

バナンス）するべきかについて合意を形成する、というプロセスが考えられる。 
 

3.2.2 セクター改革後の TQM 推進体制 

TQM によるプロセス革新を進める上で、具備すべき機能は以下の通りである。 
 推進・サポート機能：TQM による経営効率の実現化をサポート、促進する 
 研修機能 
 企画・計画機能：プロセス革新にかかわる目標、方針を定める 
 業務監査・考査機能：経営プロセス、内部統制状況に関し、踏み込んだモニタリ

ング・評価を行う。 
これらの各機能について、どのような組織・体制で実施するのが望ましいのか、1.

で検討した持ち株会社－各発電・配電会社間での機能分担、ガバナンス構造に照らした

上で、検討を行う必要がある。具体的には、上記各機能の関連性も考慮しつつ、a)分社

化された各組織に機能を分散させる、b)持株会社に機能を残し、分社組織の統一的管理

を行う、c)独立性の高いその他組織（を別途設立し）に機能を移管し、各組織に TQM
関連サービスを提供する、といった代替案がありうる。 
一般的には、各機能とも、現場に近い組織に位置したほうが、現場のニーズに対して、

即応し密度の高いサービス・管理がなされるものと期待できる一方、各機能とも規模の

経済性が働くため、あまり分散させることは経済的に非効率となる可能性がある。 ま

た、現状の TQM 推進においては、BPDB 本部に位置する TQM Promotion Office が中

心となって、BPDB に属する各部署に対して全てのサービスを提供することとなって

おり、分社化された PGCB, WZPDC に対しても、研修実施サービスを提供している。 
 
これらの点を踏まえ、ガバナンス体制と TQM 各機能との関係について、表 3-1 に整

理した。 
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表 3-1  TQM 各機能に対する持ち株会社の関与 

 促進・サ

ポート 

研修 企画・計

画 

監査・考

査 

資本関係 △ △ × × 

結果管理 ○ △ × × 

プロセス管理 ◎ ○ ○ ◎ 

人事管理 ◎ ◎ ○ ◎ 

◎：持株会社が主体的に実施すべき 

○：持ち株会社が積極的な助言・促進を行うべき 

△：持ち株会社の関与も含めて様々な形態がありうる 

×：持ち株会社は関与すべきでない（各発電・配電会社の自主

性に任せる） 

 

3.2.3 支援方法へのインプリケーション 

上記の考察を踏まえると、今後の TQM 支援には以下のような方向性が考えられる。 
 TQM 促進の高度化、具体的成果の追求については、促進機能の強化、研修の充

実によって、ある程度達成される可能性がある。表 3-1 に示すとおり、これらの

機能は、将来の事業形態に係らず、早期に支援を進めることで構わないと考えら

れる。すなわち、将来、どのガバナンス体制をとったとしても、これらの２機能

については、現行の BPDB を支援することで、援助効果が持続する（すなわち

引き継がれる）ものと考えられる（△,○,◎が占めている）。 
 研修機能、情報収集・提供（促進機能の一部）については、規模の経済性が強く

働くことから、集約された組織が望ましいのも事実である。表 3-1 は、BPDB
持ち株会社の関与について記載しているが、将来的には、これらの機能は持ち株

会社の一部である必要はない（△の位置づけ）。まずは、BPDB 関係箇所を支

援した後、新しい組織（あるいは別会社）を設立、機能を移管し、各発電・配電

会社に研修／情報サービスを提供する（見返りに収入を得る）ことも可能である。 
 企画・計画、監査・考査機能は、経営のあり方、ガバナンスの根幹と係ることで

あり、将来の事業構造をにらみつつ、慎重に制度化する必要がある（即ち、将来

の事業構造によって×にも◎にもなりうる）。援助としては、まずは制度化まで

は踏み込まず、研修を通した必要な方針管理能力の増強程度にとどめることが望

ましいか。 
 具体的成果の追求に当たっては、対象箇所を絞った重点志向による支援が必要で

あると思われる。重点的な支援においては、対象候補事業所（あるいは会社）の
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Top Management の意欲・コミットメント、インセンティブ制度の有無などを

十分調査し、援助効果が確実に発現・持続することを見極める必要がある。 ま

た、重点志向の結果、効果の波及範囲が限定される可能性、これまで育成した

TQM Promotion Office や中核者を引き続き活用する方策等についても、別途検

討する必要がある。 
 

3.3 援助機関の役割 
TQM をさらに推進するための援助機関の役割について、以下の点を推奨する。 
 BPDB ならびに電力セクター・その他公的セクターにおける、経営管理能力向上の

重要性、これを実現する手段としての TQM の有効性について、政府機関（あるい

は他の援助機関）との合意形成に向けた側方支援を行う（主体は BPDB 経営幹部）。

具体的には、政府による人事権の行使等にあたり、経営幹部のコミットメントの重

要性に対する留意を促進する（4.2.2(1)）；資金調達の多様化など、BPDB から政

府機関に対する働きかけが必要な場合に適切な助言・促進を行う（4.2.5(2)） など

が考えられる。 
 これまでの TQM 導入支援をさらに発展させ、具体的な成果を追及し、これを客観

的に評価する仕組みを構築する（4.2.4(2)）。具体的には、 
 電力関連の各技術に詳しい専門家を派遣し、TQM の具体的展開を、対象箇所

を絞って（重点的に）指導・現実化する。 
 業務監査・考査機能の形成支援・助言を通じ、業務品質の管理能力を促進する。

（4.2.4(2), 4.2.5(2)） 
 （必要に応じて）経営幹部の意思決定過程をモニタリングし、これを迅速化、

的確化するための助言を行う。（4.2.5(2)） 
 経営幹部による方針管理技術向上に向けた促進活動を行う。具体的には、BPDB か

ら以下の分野に係る要請がなされた場合、その実現可能性に向けた検討を行う。 
 経営幹部研修実施支援（バ国内実務指導あるいは、本邦研修支援）（4.2.2(2), 

4.2.3(2)） 
 将来の持ち株会社機能等に関し、関係機関と協議する。
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